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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

（条例第35号） 

１ 保育所の保育士の数について、満３歳以上満４歳に満たない幼児の区分は、おおむね当該幼児の数を15で除して

得た数とし、満４歳以上の幼児の区分は、おおむね当該幼児の数を25で除して得た数とすることとしました。（第

１条による改正後の別表第５関係） 

２ 認定こども園の教育および保育に従事する者の数について、満３歳以上満４歳に満たない子どもの区分は、おお

むね当該子どもの数を15で除して得た数とし、満４歳以上の子どもの区分は、おおむね当該子どもの数を25で除し

て得た数とすることとしました。（第２条による改正後の別表第１関係） 

３ 幼保連携型認定こども園の園児の教育および保育に直接従事する職員の数について、満３歳以上満４歳に満たな

い園児の区分は、おおむね当該園児の数を15で除して得た数とし、満４歳以上の園児の区分は、おおむね当該園児

の数を25で除して得た数とすることとしました。（第３条による改正後の別表関係） 

４ その他 

(1) この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 
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